
令和元年１０月１日に自動車取得税が廃止され、新たに自動車税（環境性能割）が導入されます。

自動車税（環境性能割・種別割）の申告をされる場合には、以下の①～③についてご確認ください。

令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車及びキャンピング
車は恒久減税後の税率となりますが、令和元年9月30日以前に海外使用歴があ
る場合、恒久減税後の税率は適用されません。

令和元年１０月１日以後に初回新規登録を受けた自家
用乗用車・キャンピング車の税率が引き下げられます

１０月１日以降は「自動車取得税・自動車税申告書
（報告書）」は使用できません

＜お問合せ＞ 申告に関すること 富山県自動車税センター 076-424-9211

制度に関すること 富山県経営管理部税務課 076-444-3178

令和元年９月３０日以前に海外使用歴がある場合、

申告が必要です

①

②

③

「自動車税（環境性能割・種別割）申告書（報告書）」をご使用ください。

なお、白紙の「自動車取得税・自動車税申告書（報告書）」をお持ちの方は、
申告誤りを防ぐため、破棄していただきますようお願いいたします。

令和元年10月1日以降

この部分を
ご覧ください

総排気量 改正前 改正後 増減額

電気自動車・1,000cc以下 29,500円 25,000円 △4,500円

1,000cc超 1,500cc以下 34,500円 30,500円 △4,000円

1,500cc超 2,000cc以下 39,500円 36,000円 △3,500円

2,000cc超 2,500cc以下 45,000円 43,500円 △1,500円

【自家用乗用車の税率表（主なもの）】


